
基本構想案と施策体系の対応一覧 

基本構想案 施策体系番号・名称 目標（めざす姿） 

１ 都市機能が充実し、快適に暮

らせるまち 

 

利便性の高い都市空間が形成さ

れるとともに、良好な住環境が保

たれ、市民が快適に暮らせるまち

を目指します。 

1-1 安全で快適な都市

空間・住環境の創造 

災害に強く、安全で魅力ある都市空間が創出されるとともに、良質な住宅ストック

が循環され、住みやすく持続可能なまちを目指します。 

（修正案）魅力ある都市空間が創出されるとともに、良質な住宅ストックが循環さ

れ、安全で住みやすい持続可能なまちを目指します。【No.3】 

1-2 安全で利便性の高

い道路空間・交通環

境の創造 

子どもから高齢者までの多様な道路利用者のニーズに即した、安全・安心な通行空

間の創出を目指します。 

（修正案）歩行者、自転車、車の多様な道路利用者が共存する、安全・安心な通行

空間の創出を目指します。【No.35】 

1-3 安全で快適な市営

バスサービスの提

供 

多くの市民にとって通勤、通学、買い物、通院等の移動手段が確保されており、豊

かで快適な市民生活を送ることができる魅力あるまちを目指します。 

（修正案）持続可能な自動車運送事業運営を行い、多くの市民の通勤、通学、買い

物、通院等の移動手段が確保されており、豊かで快適な市民生活を送ることができ

る魅力あるまちを目指します。【No.52.53.54】 

1-4 安全・安心な水道水

の安定供給 

安全な水道水を供給し、災害に強く、持続可能な水道事業運営を行い、市民が安心

して水道を利用できるまちを目指します。 

（修正案）持続可能な水道事業運営を行い、安全な水道水を供給するとともに、災

害に強くしなやかな水道を整備することで、市民が安心して水道を利用できるまち

を目指します。【No.63】 

1-5 持続可能な下水道

の運営 

汚水が常に処理されることで、良好な生活環境が維持され、公共水域の水質も保全

されているまちを目指します。また、下水道施設の老朽化及び地震対策が進むこと

で、災害時にも汚水処理ができるまちを目指します。 

（修正案）汚水が常に処理されることで、良好な生活環境が維持され、公共用水域

の水質も保全されているまちを目指します。また、健全な経営のもと、下水道施設

の老朽化及び地震対策が進むことで、災害時にも汚水処理ができるまちを目指しま

す。【No.71】 
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基本構想案 施策体系番号・名称 目標（めざす姿） 

２ 安全で安心して暮らせるまち 

 

行政と市民が協力して、災害に

強いまちづくりを進めるととも

に、非常時のサポート体制も整い、

子どもから高齢者まであらゆる世

代の市民が安全に安心して暮らす

ことができるまちを目指します。 

 

 

2-1 災害に強く強靭な

まちづくり 

自然災害に対して、行政と市民・事業者などが日頃から協力して備えることで、災

害に強く強靭なまちを目指します。 

2-2 消防・救急体制の充

実 

 

 

火災の発生が予防されるとともに、消防力の強化が図られ、市民が安全・安心に暮

らせるまちを目指します。 

（修正案）消防・救急体制の強化が図られ、市民が安全・安心に暮らせるまちを目

指します。【No.97.98】 

2-3 防犯活動の推進と

消費者の安全・安心

の確保 

 

犯罪などの日常生活におけるリスクに対し、行政（市・警察）と市民、団体などが

常日頃から協力することで、犯罪の抑止が図られるとともに、安全な消費生活の確

保が図られ、市民が安全に安心して暮らせるまちを目指します。 

（修正案）犯罪などの日常生活におけるリスクに対し、市民、団体、行政（市・警

察）などが常日頃から連携することで、犯罪の抑止が図られるとともに、安全な消

費生活の確保が図られ、市民が安全に安心して暮らせるまちを目指します。

【No.104】 

３ 子育て・教育の環境が整った

まち 

 

子育て支援や教育環境の更なる

充実が図られ、子どもを生み育て

やすい環境や子どもたちが健やか

にのびのびと育つ環境が整ったま

ちを目指します。また、あらゆる

世代の市民が互いに学び合えるま

ちを目指します。 

 

3-1 就学前児童の教育・

保育の充実 

次代を担うすべての子どもたちに豊かな育ちと学びが保障されて、子どもたちの笑

顔があふれるまちを目指します。 

3-2 子ども・子育て支援

の充実 

全ての子どもの健やかな育ちのため、子育て家庭の不安感や負担感が解消され、安

心して子どもを生み、育てられる環境が整ったまちを目指します。 

3-3 学校教育の充実 

 

子どもがこれからの時代をたくましく生きていくために必要な力を、確実に育む学

校教育の実現を目指します。 

3-4 社会教育・青少年育

成の充実 

市民が互いに学び、気づき、学習した成果が、人を思いやり郷土を愛する心を育み、

地域課題の解決や地域の活性化へ結びつくまちを目指します。 

また、次代の担い手となる青少年が、人と関わり、自ら課題を見つけ、主体的に考

え取り組む力をもって、地域社会に積極的に参加・参画するまちを目指します。 
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基本構想案 基本計画 目標（めざす姿） 

４ 健やかに暮らし、ともに支え合

うまち 

 

市民が自ら健康づくりに取り組

み、十分な医療体制が整っているこ

とで、誰もが生きがいを持って健や

かに暮らせるまちを目指します。ま

た、地域で支え合い、高齢者や障が

いのある人などが住み慣れた地域

でいきいきと暮らすことができる

まちを目指します。 

4-1 市民の健康の確保 全ての市民が健やかで心豊かに安心して生活できるまちを目指します。 

4-2 地域福祉の充実や

生活困窮者への支

援 

すべての市民が、夢を育み、安心して暮らせるまちを目指します。 

4-3 高齢者福祉の充実 高齢者が、いつまでも健康で、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることができる

まちを目指します。 

4-4 障がい者福祉の充

実 

障がい者の主体性が尊重され、差別や偏見がなく、障がい者が住み慣れた地域で安

心して生活を送ることができるまちを目指します。 

５ 魅力にあふれ、にぎわいと活力

のあるまち 

 

本市の豊かな自然や歴史・文化な

どの魅力が広く知られ、国内外から

多くの人々が訪れるとともに、産業

が活発で、にぎわいのあるまちを目

指します。 

 

5-1 まちの魅力をいか

したにぎわいづく

り 

まちの魅力に市民が愛着や誇りをもち、地域ブランドが醸成され、市外からも多く

の来訪者が高槻に訪れるまちを目指します。 

（修正案）まちの魅力に市民が愛着や誇りをもち、地域ブランドが醸成され、国内

外から多くの来訪者が訪れるまちを目指します。【No.225】 

5-2 魅力あふれる公園

づくり 

安満遺跡公園、城跡公園、摂津峡などの魅力あふれる公園に市内外から多くの利用

者が訪れるとともに、あらゆる世代の人が安全で快適に利用できる公園が適切に配

置され、活気のあるまちを目指します。 

5-3 農林業の振興 「市民と農林業者がともに目指す豊かな農林業の創造」が実現されたまちを目指し

ます。 

5-4 商工業の振興や雇

用・就労の促進 

商店街には魅力的な個店が建ち並び、多くの来街者が訪れるとともに、生活文化都

市としての特性と調和した特色ある企業が立地し、にぎわいが創出されています。 

（修正案）魅力的な商業・サービス業が活発に展開され、多くの来街者が訪れると

ともに、新たな価値を創造する企業などが立地し、地域経済がより一層活性化した

まちを目指します。【No.265.266】 
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基本構想案 基本計画 目標（めざす姿） 

６ 良好な環境が形成されるまち 

 

市民と行政が協力して、良好な自

然環境の保全や環境負荷の低減を

進めることで、地球にやさしいまち

を目指します。 

 

（修正案） 

市民と行政が協力して、良好な自

然環境の保全や環境負荷の低減を

進めることで、みどり豊かでうるお

いのある地球にやさしいまちを目

指します。【No.2】 

 

6-1 温暖化対策・緑化

の推進 

 

 

再生可能エネルギーの利用促進が図られ、エネルギーが効率的に利用されるととも

に、「みどり」、「水辺」及び「歴史文化と一体となったみどり」が保全・創造・活用

されています。 

（修正案）再生可能エネルギーの利用促進が図られ、エネルギーが効率的に利用さ

れるまちを目指します。また、森林や水辺などの豊かな自然環境の保全、公園など

の市街地における緑化の整備、歴史文化等と一体となったみどりのネットワーク化

により、市民が暮らしの中で自然と親しみ、憩いとやすらぎのある生活を営むこと

ができるまちを目指します。【No.282】 

6-2 良好な環境の形成 

 

 

環境負荷の低い事業活動と良好な環境による快適な市民生活が確立されるととも

に、河川や水路等が適切に維持管理され、良好な環境が保たれることで、市民にう

るおいや憩いをもたらすまちを目指します。 

6-3 廃棄物の排出抑制

や循環的利用の推

進 

廃棄物を限りある資源として捉え、循環的に利用することで、持続可能な循環型社

会が形成されるまちを目指します。 
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基本構想案 基本計画 目標（めざす姿） 

７ 地域に元気があって市民生活

が充実したまち 

 

一人ひとりの人権が尊重され、地

域に愛着をもつ多くの市民がコミ

ュニティ活動やボランティア・Ｎ

ＰＯ活動などに参加する風土の醸

成された、活気あるまちを目指し

ます。また、あらゆる世代の市民

が文化芸術やスポーツに親しみ、

充実した暮らしを送ることができ

るまちを目指します。 

7-1 市民参加・市民協働

の推進 

市民がまちづくりの主体となり、互いに協力できる地域社会を形成し、市民と行

政の協働によるまちづくりが進むまちを目指します。 

7-2 人権の尊重・男女共

同参画社会の実現 

一人ひとりの人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らせるとともに、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができるまちを目指します。 

7-3 文化芸術の振興や生

涯学習の推進 

あらゆる市民が多様な文化芸術に触れ、生涯にわたり学習することができ、充実

した生活を楽しむことができるまちを目指します。中でも、将来を担う子どもた

ちが、感性や創造性、豊かな心を育むための機会を充実させることを目指します。

また、高槻市独自の新しい文化芸術が創造・育成され、市内外へ積極的に発信す

ることで、都市としての魅力を高めることを目指します。 

7-4 スポーツの推進 あらゆる世代の市民がスポーツに親しみ、スポーツを通した交流を楽しんでいる

まちを目指します。 

また、スポーツ施設の利用環境が計画的に整備されているまちを目指します。 

８ 効果的・効率的な行財政運営

が行われているまち 

 

将来世代に過度な負担を残さない

よう、効果的・効率的な行財政運

営により健全財政が維持されたま

ちを目指します。 

8-1 経営的行政運営の推

進 

効率的な行財政運営による健全な財政運営が維持され、あらゆる世代の市民が安

心して暮らせる行政サービスが持続的に提供されるまちを目指します。 

8-2 アセットマネジメン

トの推進 

本市が保有する公共施設等に関して、将来世代に良質な資産を引き継ぐための継

続した取組が進められているまちを目指します。 

 


